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（仮称）厚真町再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例の制定 

について 

 

１ 制定の背景・趣旨 

近年、脱炭素社会の実現に向け全国各地で再生可能エネルギー発電設備の導入が進められてい

ます。 

再生可能エネルギーは、地域の財産として次世代に引き継ぐべき豊かな自然環境や、安全で心

身ともに健康的に暮らすことができる生活環境と調和がとれていることが前提であり、地域との

共生が図られるものでなくてはなりません。 

今般、本町においても、太陽光以外の自然資源を活用する再生可能エネルギー発電事業が計画

されたことを踏まえ、あらためて、再生可能エネルギー発電施設全般にわたり、本町行政区域に

おける設置及び管理に関する事項を定めるため、厚真町太陽光発電施設に関する条例（令和２年

条例第２３号）を全部改正し、（仮称）厚真町再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関す

る条例を制定しようとするものです。 

 

２ 条例の主な改正内容（案） 

項目 主な規定内容 主な改正内容（案） 

題名  ① 題名を「（仮称）厚真町再生可能エネ

ルギー発電事業と地域との共生に関す

る条例」に改める。 

第１条  

目的 

再生可能エネルギー発電設備の設

置及び管理に関し、必要な事項を定

め、町民の安全で安心な生活環境の

確保、良好な自然環境の保全及び災

害の防止を図ることを目的とする。 

① 条例が対象とする事業を太陽光発電

事業のみから再生可能エネルギー事業

全般に拡大 

② 条例の目的に「災害の防止」を図るこ

とを追加。 

第２条  

定義 

条例おける次の用語の意義につい

て規定。 

① 再生可能エネルギー発電設備 

② 再生可能エネルギー発電事業 

③ 事業区域 

④ 事業者  

⑤ 地域住民等 

① 太陽光発電事業に比べ再生可能エネ

ルギー発電事業の影響を受ける範囲は

より広範囲であるため、影響を受けると

する者を、事業区域に隣接する区域に居

住する者等（周辺関係者）から、事業区

域の周辺に居住する者等（地域住民等）

まで拡大。 
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項目 主な規定内容 主な改正内容（案） 

第３条  

適用事業

（新設） 

条例が適用となる事業について規

定。 

① 適用する事業を発電設備の出力の合

計が 10キロワット以上の再生可能エネ

ルギー発電事業に拡大。 

第４条  

町の責務 

条例の目的を達成するため、条例の

適正かつ円滑な運用が図られるよ

う必要な措置を講じる責務等につ

いて規定。 

① 町は、事業者が自然環境等の保全に努

め、地域住民等の理解を得るように努め

ることができるよう、必要な支援を行う

責務を追加。 

第５条  

事業者の責

務 

関係法令等及びこの条例を遵守し、

発電事業の実施により、自然環境、

景観、生活環境等に十分配慮すると

ともに、地域住民等の意見を尊重

し、地域住民等と良好な関係を保つ

よう努めるなどの責務について規

定。 

① 災害による被害が発生（発生する恐れ

がある場合を含む）したときに対処する

責務を追加 

② 発電事業に起因する苦情や紛争に対

して、解決にあたる責務を追加 

③ 再生可能エネルギー発電設備及び事

業区域内を常時安全かつ良好な状態に

維持管理する責務を追加。 

第６条 

禁止区域 

町長が禁止区域を指定することが

できることを規定。 

特になし 

第７条 

区域の指定 

町長が定める禁止区域を規定。 

① 地すべり防止区域 

② 急傾斜地崩壊危険区域 

③ 土砂災害特別警戒区域 

④ 砂防指定地 

⑤ 埋蔵文化財を包蔵する土地 

⑥ 保安林の区域 

⑦ 環境緑地保護地区、自然景観保

護地区、学術自然保護地区 

⑧ 規則で定める区域 

 ア 第一種低層住居専用地域 

イ 第二種低層住居専用地域 

ウ ルーラルビレッジ地区 

エ フォーラムビレッジ地区 

① 禁止区域に保安林の区域、環境緑地保

護地区、自然景観保護地区及び学術自然

保護地区を追加。 
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項目 主な規定内容 主な改正内容（案） 

第８条 

配慮事項

（新設） 

町長は、発電事業を実施する上で影

響があると想定され、配慮が必要と

される事項について、事業者に特段

の配慮を求めることについて規定。 

① 次の事項を配慮事項とする。 

ア 自然環境、景観、生活環境等の保全

に関すること。 

イ 防災及び安全対策に関すること。  

ウ 地域住民等への対応に関すること 

エ 発電設備設置後の維持管理に関す

ること。 

第９条 

事前協議 

事業者は、発電事業に関する計画に

ついて、町と協議しなければならな

いことについて規定。 

特になし 

第１０条 

地域住民等

への説明 

事業者が行わなければならない地

域住民等に対する事業計画の説明

などについて規定。 

特になし 

第１１条 

届出 

事業者が行う事業計画の届出（計画

を変更する場合を含む）について規

定。 

① 町長は、届出を受けた事業計画が他の

市町村の区域の生活環境等に影響を及

ぼすおそれがあると認めるときは、関係

する市町村長及び行政機関の長に対し、

その旨を通知し、意見を求めることがで

きる規定を追加。 

第１２条 

工事の完了

届 

完了の届出（工事を中止した場合を

含む）について規定。 

特になし 

第１３条  

再生可能エ

ネルギー発

電事業の承

継（新設） 

事業者の地位の継承（譲渡、相続、

売買、合併等）の届出について規定。 

① 譲渡等により、事業者から再生可能エ

ネルギー発電事業の地位を承継した者

は、町長に届け出なければならないとす

る規定を新設。 

第１４条 

廃止の届出 

発電事業の廃止、発電設備の解体、

撤去、廃棄その他必要な措置と当該

措置の完了の届出について規定。 

① 事業者は、再生可能エネルギー発電設

備を廃止するときは、当該設備の解体、

撤去、廃棄その他必要な措置を速やかに

講じなければならないとする規定の追

加。 
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項目 主な規定内容 主な改正内容（案） 

第１５条  

維持管理 

事業者は、再生可能エネルギー発電

設備及び事業区域内を常時安全か

つ良好な状態を保つよう維持管理

しなければならないことを規定。 

 

特になし 

第１６条 

報告の徴収 

町長は、事業者に対し、報告や資料

の提出を求めることができること

とする規定。 

特になし 

第１７条 

立入調査等 

町長は、事業者の事務所や事業区域

に立ち入って必要な調査や関係者

への質問をできることとする規定。 

特になし 

第１８条  

指導、助言

及び勧告 

町長は、必要があると認められると

きは、事業者に対して、必要な措置

を講ずるよう指導又は助言をする

ことができ、次に該当する場合は、

期限を定めて必要な措置を講ずる

よう勧告することができることを

規定。 

① 事業者が責務を怠り、事業区域

外に被害を与えたとき又は被害

を与えるおそれがあるとき。 

② 条例の規定による協議、説明、

報告若しくは届出を行わず、又は

虚偽の届出等をしたとき。 

③ 事業者が正当な理由なく届出

をする前に設置工事に着手した

とき。 

④ 維持管理計画の作成をしない

とき又は維持管理計画に基づく

維持管理を怠り、事業区域外に被

害を与えたとき若しくは被害を

与えるおそれがあるとき。 

① 事業者は、指導、助言又は勧告を受け

たときは、その対応の状況について、速

やかに町長に報告しなければならない

ものとする規定を追加。 
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項目 主な規定内容 主な改正内容（案） 

⑤ 再生可能エネルギー発電設備

の解体、撤去、廃棄その他必要な

措置を講じないとき。 

⑥ 立入検査を拒み、妨げ、若しく

は忌避したとき、又は質問に答弁

せず、若しくは虚偽の答弁をした

とき。 

⑦ 事業者が指導又は助言に正当

な理由なく従わなかったとき。 

第１９条  

国の特例 

国や他の地方公共団体行う再生可

能エネルギー発電事業は条例を適

用しないことを規定。 

特になし 

第２０条  

委任 

その他、条例の施行に関し必要な事

項を規則で定めることを規定。 

特になし 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

 令和７年１２月 第４回厚真町議会定例会 

         ・厚真町太陽光発電施設の設置に関する条例の全部改正について議案を上程 
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【参考】 

厚真町太陽光発電施設の設置に関する条例 

令和２年７月１３日 

条例第２３号 

（目的） 

第１条 この条例は、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、

太陽光発電事業と地域との共生を図り、もって町民の安全で安心な生活環境の確保並びに良好

な自然環境の保全を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。 

(2) 太陽光発電事業 太陽光発電施設を利用し発電を行う事業で、出力の合計が１０キロワッ

ト以上のもの（同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した

時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が１０キロワット以上とな

る場合を含む。）をいう。ただし、建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条

第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）の屋根又は屋上に設置する太陽光発電事業、建

築物の敷地内に設置する太陽光発電事業又は発電した電力の全部又は一部を自家消費する太

陽光発電事業は除く。 

(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。 

(4) 事業者 太陽光発電事業を行う者をいう。 

(5) 周辺関係者 太陽光発電事業に伴って生活環境等に一定の影響を受けると認められる次に

掲げる者をいう。 

ア 事業区域に隣接する区域に居住している者 

イ 事業区域に隣接する区域に土地又は建築物を所有している者 

ウ 事業区域を活動範囲とする自治会 

（町の責務） 

第３条 町は、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を行うものとする。 

２ 町（町が事業者の構成員となる場合を含む。）が行う太陽光発電事業については、この条例の

制定趣旨を尊重し、安全で安心な生活環境及び良好な自然環境の保全に努め、周辺関係者の理

解を求める努力を怠ってはならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、関係法令及びこの条例を遵守し、災害を防

止し、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、並びに周辺関係者と良好な関係を保たな
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ければならない。 

（禁止区域） 

第５条 町長は、災害の防止、良好な自然環境、住環境等の保全のため、特に必要と認められる

区域を禁止区域として指定することができる。 

２ 事業者は、前項の規定により指定した区域を事業区域に含めてはならない。ただし、事業区

域及びその周辺区域の状況等により明らかに支障がないと町長が判断した場合は、この限りで

はない。 

（区域の指定） 

第６条 前条に規定する禁止区域は、次のとおりとする。 

(1) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域 

(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項

の急傾斜地崩壊危険区域 

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５

７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域 

(4) 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の砂防指定地 

(5) 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第９２条第１項の埋蔵文化 

財を包蔵する土地 

(6) 自然環境及び住環境が良好な地区のうち、その地区における自然環境及び住環境を保全す

ることが特に必要と認められるものとして、規則で定める区域 

（事前協議） 

第７条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところに

より、太陽光発電施設の設置に関する計画（以下「事業計画」という。）について町長と協議し

なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をする

ことができる。 

（周辺関係者への説明） 

第８条 事業者は、太陽光発電事業を行おうとするときは、当該事業区域の周辺関係者に対し、

あらかじめ説明会等を開催するなど当該事業計画に関する周知について必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 前項の周知を行うにあたっては、事業者は、事業計画の内容について周辺関係者の理解が得

られるよう努めなければならない。 

３ 事業者は、第１項の措置を行ったときは、規則で定めるところにより、その結果を町長に報

告しなければならない。 
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（届出） 

第９条 事業者は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７条に規定する市街化区域内で

太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の６０日前までに、周辺関

係者への周知状況を記録した書類を添えて、事業計画を規則で定めるところにより、町長へ届

け出なければならない。 

２ 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 事業者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに

主たる事務所の所在地。以下同じ。） 

(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日 

(3) 事業区域の所在地、面積及び土地の形状 

(4) 太陽光発電施設の設置する位置、構造及び発電出力 

(5) 太陽光発電施設の維持管理計画（太陽光発電施設の廃止後において行う措置を含む。） 

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項及び町長が必要と認める事項 

３ 第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画を変更しようとするときは、

あらかじめ変更後の事業計画を町長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な

変更を除く。 

（工事完了の届出） 

第１０条 前条の規定による届出をした者は、当該届出に係る設置が完了したときは、速やかに

規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。当該工事を中止したと

きも、同様とする。 

（廃止の届出） 

第１１条 事業者は、太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の３０日

前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、事業計画に定めた廃止後に行う措置に基づき廃止が完了したときは、その完了の

日から起算して３０日以内に規則で定めるところにより、町長へ届け出なければならない。 

（維持管理） 

第１２条 事業者は、災害又は生活環境等の保全上に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び

事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなければならない。 

（報告の徴収） 

第１３条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、報告又は

資料の提出を求めることができる。 

（立入調査等） 

第１４条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、町長が指定する町の職員に事業
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者の事務所、事業所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させるこ

とができる。 

２ 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示

しなければならない。 

（指導、助言及び勧告） 

第１５条 町長は、必要があると認められるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう

指導又は助言を行うことができる。 

２ 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置

を講ずるよう勧告することができる。 

(1) 事業者が第５条第２項の規定に違反して太陽光発電施設を設置したとき 

(2) 事業者が第９条第１項又は第３項の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたと

き。 

(3) 事業者が正当な理由なく第９条第１項又は第３項の規定による届出をする前に設置工事

に着手したとき。 

(4) 事業者が第１０条又は第１１条の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。 

(5) 事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれ

のあるとき。 

(6) 事業者が第１３条の規定による報告又は資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは

資料の提出をしたとき。 

(7) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。 

（国等の特例） 

第１６条 国又は他の地方公共団体が行う太陽光発電事業は、この条例を適用しない。ただし、

太陽光発電事業を行おうとするときは、あらかじめ町長の同意を得るものとし、町民の安全で

安心な生活環境及び良好な自然環境の保全並びに周辺関係者の理解が得られるよう努めなけれ

ばならない。 

（委任） 

第１７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後にその設置工事に着手する太陽光発電事業につ

いて、適用する。ただし、この条例の施行の日以前に第６条に規定する禁止区域を事業区域と
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する電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第

１０８号）第９条第３項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた太陽光発

電事業は、第５条の規定は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に設置又は設置工事に着手している太陽光発電施設の増設若しくは更

新することにより当該太陽光発電事業が、第２条第２号に該当することとなるときは、前項の

規定にかかわらず、この条例の規定を適用する。 


